
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成

酒 

 

酒々

空家

成 30 年

々 井

々井

家等

概

3 月 

 町 

井町 

等対策

概要

策計

要版 

井戸っこ(

計画 

(しすいちゃゃん) 
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空

そ

★空家を

空家を

①建

②治

建物

が落

おそ

不審

おそ

空

さらに

第Ⅰ部 

     

空家とは、家

その敷地のこ

を放置し

をそのまま放

建物の危

治安の悪

物自体の倒壊、

落下して通行者

それがあります

審者の不法侵

それがあります

空家を

に、特定

      

家主の不在が

ことをいい

してしま

放置すると次

険 

化 

、屋根瓦や窓ガ

者にけがをさせ

す 

侵入や放火によ

す 

を放置

定空家等

    

が常態化し

います。 

まうとさ

～空

次のような問

ガラスなど 

せてしまう 

よる火災の

置する

等に認定

1 

しており、そ

さまざま

空家を

問題が起こ

るとこ

定される

その他の使

まな危険

をお持

ります。 

③ご近所

④景観へ

雑草、樹木

ミの放置や

迷惑をかける

放置された

メージを損

このよ

る可能

使用もなされ

険が発生

持ちの

所トラブ

への影響

が隣地や道路

不法投棄によ

るおそれがあ

た空家は景観を

損なうおそれが

ような危

性が高く

れていない

生します

の方へ

ブル 

響 

路にはみ出した

よる悪臭で近隣

ります 

を悪化させ、地

があります 

危険

くなりま

い建物及び 

す。 

へ～ 

たり、ゴ

隣の方に

地域のイ

険が‼ 

ます‼ 
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特定空家

★特定空

特定空家等

特定

認
特定

のな

◎著しく衛生

・ごみの放置
のねずみ、

・浄化槽等の
臭気の発生

空

特定

助

住
対

行

家等に認

空家等の

等に認定され

定空家等に

認定さ
定空家等とは

なかで、以下

生上有害とな

置や不法投棄に
はえ、蚊等が

の放置、破損等
生 

空家の調査 

定空家等に認

助言・指導 

勧 告 
 

住宅用地特例の
対象から除外 

命 令 

行政代執行 

認定され

の流れ 

れる要件は以

に 

されると
は、平成 27

下のような

なるおそれ

による臭気の
が発生してい
等による汚物

認定 

の 

れる要件

★特

・空家を放

村から指

以下のいずれ

★特定
放

とどん
7 年 5 月に

な状態の空家

のある状態

の発生や多数 
いる。 
物の流出、 

・市町村は

採等の措

等を実行

・また、「

固定資産

に違反し

制執行）

・固定資産

税になる

空

2 

件とは?

特定空家

放置してしま

指導等を受け

れかの状態に

定空家等
放置して

んなこ
に施行され

家をいい、

◎著
 
・建
・基
・屋
・擁

◎そ
 
・立

げ
・住

に

◎著
 
・屋

ま
・立

い

態 

 

は、特定空家

措置について

行できること

「勧告」の対

産税の住宅用

した場合には

）に要した費

産税（最大 6

る可能性があ

空家は適

? 

家等に認

まい「特定

けることが

にある空家等

等をそ
てしま

こと
た「空家等

認定される

 

著しく保安上

建築物が著し
基礎や土台に
屋根や外壁等
擁壁が老朽化

その他放置す

立木の枝等が
げている。 
住みついた動
に支障を及ぼ

著しく景観

屋根、外壁等
まま放置され
立木等が建築
いる。 

家等に対して

て「助言・指

とになってい

対象となった

用地特例措置

は 50 万円以

費用は全て所

6 倍）、都市

あります。（

適正な管

認定され
こんな
空家等」に

あります。

等です。 

のまま 
うと大変

が起
対策の推進

ると大変な

上危険となる

しく傾いている
に大きな変形や
等が脱落や飛散
化し崩壊するお

 

 

することが不

が近隣の道路等

動物等が原因で
ぼしている。 

を損なって

等が外見上大
れている。 
築物の前面を

て、除却、修

指導」「勧告

います。 

た特定空家等

置の対象から

以下の過料に

所有者等から

市計画税（最大

住宅用地特例

管理が必

れると 
なことが
に認定される

 

変なこ

起こる
進に関する

なことに…。

るおそれの

る。 
や破損がある
散するおそれ
おそれがある

不適切であ

等にはみ出し

で地域住民の

ている状態 

きく傷んだり

覆う程度まで

修繕、雑草や

告」「命令」「

等の土地につ

ら外れてしま

に処され、代

ら徴収されま

大 3 倍）の

例の対象から

必要で

が… 
ると、市町 

とに‼ 

るの? 
る特別措置法

。 

ある状態 

る。 
れがある。 
る。 

る状態 

し通行を妨 

の日常生活 

り、汚れた

で繁茂して

樹木の伐

代執行」

いては、

まい、命令

代執行（強

ます。 

大幅な増

ら除外） 

す‼ 

法」
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★空家を

★空家の

お持ちの

の不法投

空家の活

  □家のま
・ 塀のヒ

・ 臭気、

・ 多数の

（ ねずみ

・ 雑草、

□軒裏

・ 軒天井の

（ハガレ、

□土台・
・ 破損、

□家の中
・ 雨漏り

 給水、

空
実家

なく

を所有

のお手入

の空家の状態

投棄』等、下

活用方法は主

まわり 
ヒビ、割れ、傾き

ごみ等の不法投

の害虫発生

み、ハチ、蚊な

樹木の繁茂

の異状

破損、浮き） 

基礎
腐朽、ズレ 

、カビ、害虫の

排水の不具合、

空家を
家が空家にな

なった。そ

（管理）

入れはや

態はいかがです

下記のチェック

主に以下の 3

き 
投棄 

ど ） 

の大量発生 
臭気 

を所有
なった。住

そんな時は

するこ

やってい

すか?『建物

クシートを利

ケースです。

売

再
解

有（管

住む予定のな

は、空家活用

3 

ことにな

いますか

物の状態』『敷

利用してお持

。 

売却 

賃貸 

再利用 
解体して 

管理）す
ない住宅を

用の方法を

なったら

か 

敷地内の雑草、

ちの空家の状

住宅や土地

業者に仲介

空家の査定

談ください

人が住まな

まだ住める

出しを考え

樹木が生い

ていること

空家を解体

未然に防ぐ

また、更地

等として活

するこ
を相続してし

を町に相談し

ら 

、樹木』『ポ

状態をチェッ

地を売却や賃

介を依頼する

定や売却につ

い。 

ない住宅は早

る住宅の場合

えてはいかが

い茂り道路や

とも考えられ

体し、更地にす

ぐのも方法の

地になった土地

活用できる場

□屋根 
・ 屋根材の異

□雨

□外壁
・ 腐

□窓

□バ

ことに
しまった。

してみまし

スト内の整理

ックしてみま

賃貸する場合

るのが一般的で

ついては専門

早く傷んでしま

合は活用のため

がでしょうか。

やご近所に迷

れます。 

することでト

の一つです。 

地は駐車場や

場合もあります

異状（変形、ハ

雨どい 
・ 水漏れ、変形

壁 
腐朽、ハガレ、

窓、ドア 
・ ガラス割れ、

開閉の不具合

バルコニー
・ 腐食、破損、

になっ
持っている

しょう。 

理』『ゴミ

しょう。 

合は不動産

です。 

門家にご相

まいます。 

めに、貸し

。 

迷惑をかけ

トラブルを

や家庭菜園

す。 

ハガレ、破損） 

形、外れ

 破損、浮き 

傾き 
合  

ー 
傾斜、サビ 

たら 

る家に住まま
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★空家の

これか

・遠方に住ん

・修繕が必要

・売却を検討

・固定資産税

・建物の痛み

・解体する

・自分には関

・所有者は

こととな

・空家の管

・空家を管

又は管理

・空家の所

応をお願

・また、周

推進に関

★トラブ

・空家の適

空家にな

あります

・成長した

・また、ご

こ

い

決めてお

注 

空
所有

な管

の適正な

から空家

んでいて、自

要になっても

討するにも、

税などの税金

みが進み、手

にも、費用が

関係がないと

は、空家を管

なります。 

管理責任は、

管理不全の状

理者が責任を

所有者又は管

願いします。

周辺環境に著

関する特別措

ブルにな

適正な状態を

なった状態で

す。トラブル

た庭木・雑草

ご自身で管理

権利

このよう

い、空家

おくこと 

意 

空家に
有者は、空家

管理が求めら

な管理は

家を所有

自分では管理

も多額の費用

、権利関係が

金の負担が重

手が付けられ

が捻出できな

と目を背ける

管理すること

その所有者

状態で放置し

を問われる可

管理する方は

 

著しく悪影響

措置法」に基

なる前に

を保つために

でそのまま放

を未然に避け

草はトラブル

理が難しい場

利関係を

なことに

になった

・空家を管

・売却や賃

・相続など

になっ
家を管理す

られます。

 

は、所有

有する可

理できない。

用はかけられ

が整理できな

重く、滞納し

れない。 

ない。 

る（関係者で

ととなった場

者又は管理者

した場合、家屋

可能性があり

は、定期的な

響を及ぼすお

基づき、命令

に、空家

は、定期的な

放置しておく

けるためにも

のもとです。

合は、専門業

を整理し

にならない

た時のこと

管理する人、

賃貸をするの

ど権利関係の

たらど
することとな

 

4 

有者の役

可能性が

 

れない。 

ない。 

してしまう。

で、責任の押

場合、周辺に

者が自己の責

屋の倒壊等で

ります。 

な確認や必要

おそれがある

令・代執行等

家の適正

なメンテナン

と、近隣等

も、空家は定

。トラブルに

業者等に空家

しておく

いために

とを事前に

管理の費用

のか、解体を

の手続きが完

どう
なった場合

役割です

がある方

 

押し付け合い

迷惑をかけな

任において行

で他人に被害

な修繕、解体

特定空家等

の処分を受

正な管理

ンスが必要で

とのさまざま

定期的に点検

になる前に対

家の管理を依

くことが

も、所有

に決めてお

用を負担する

をするのか、

完了していな

うすれ
合、周辺に迷

す。 

方へ 

いをする）。 

ないように責

行うことが原

害を与えた場

体撤去、樹木

と認められる

けることもあ

理を 

です。 

まなトラブル

検し、メンテナ

対応すること

依頼すること

重要で

有者や親族

おくことが

る人、空家の

そのまま維

ないと、売却

ればい
迷惑をかけ

責任を持って

原則です。 

場合には、空

木の伐採、除

ると、「空家

あります。 

ルに発展する

ナンスを行い

とが大切です

とも可能です

す‼ 

族などと話

が重要で

の管理方法等

維持管理する

などはでき

いいの
けないように

て管理する 

空家の所有者

除草等の対 

家等対策の 

る可能性が 

いましょう。

す。 

す。 

話し合

す。 

等。 

るのか等。 

ません。 

の? 

に空家の適

者

。 

適切
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★町の役

町では、

そのため

 

以下のよ

空家

「ま

利活

いる

★町の

空き

総合

★近く

空家

・近くに

を及ぼ

せ先ま

・町で、

者や管理

空
町で

割 

町民の住宅が

には、空家等

うな場合は、

家の相談（相

まちづくり課

活用に特化し

る「企画財政

の相談窓

家バンク：企

・内

・庁

合窓口：まち

くに管理

家がある

管理されてい

していてお困

でご相談くだ

現地調査・所

理者に対し、

空家で
では、空家相

空
酒
T

が空家になら

等対策におけ

、町の相談窓

続・売買・賃

」にご相談く

した場合は、

課」にご相談

窓口 

企画財政課 

内容に応じて

・相続・法律

・賃貸や売買

・草刈りや見

庁内の担当部

ちづくり課 

理されてい

る場合 

いない空家が

困りの場合は

ださい。 

所有者調査等

助言・指導

でお困
相談の窓口

空家全般
酒々井町ま
TEL 043

らないように

ける必要な情

窓口にお問い

賃貸・管理等

ください。 

「空き家バン

談ください。

企画・地方

て専門家を紹

律関係-----

買等の有効活

見回り等管理

部署への連絡

計画整備班 

いない 

があり、周囲

は、下記のお

等を実施した

導等を実施しま

困りで
を決めて、

5 

・相談 
まちづく
3(496)1

に努めます。

情報の提供や

い合わせくだ

等）について

ンク」を担当

。 

方創生推進室

紹介いたしま

----------千

活用-----（

理業務---（

絡・連携 等

 

囲に悪影響

お問い合わ

た後に所有

ます。 

ではな
空家所有

お問い合
り課 計

1171(代

 

や、相談及び

ださい。 

ては、 

当して

室 

ます。 

千葉司法書士

一社）千葉県

公社）酒々井

等 

★空

「セ

開催

詳

 

※空

護士

書士

たボ

★空家

所有

・現在

てい

つい

して

 

ないで
有者や町民の

合わせ 
計画整備班
代) 

び指導等の啓

士会 等 

県宅地建物取

井町シルバー

空家等対策有

セミナー＆無

催しています

詳しくはお問

空家等対策有識

士・税理士・建

士・土地家屋調

ボランティア団

家につい

有者 

空家を管理し

るが、今後に

て相談を希望

いる所有者等

ですか?
のみなさま

班 

啓発活動を行

取引業協会印

ー人材センタ

有識者会議に

無料総合相談

す。（年２回

問い合わせく

識者会議（相談

建築士・宅建取

調査士など専門

団体です。 

いてお困

し 

に 

望 

等。 

? 
まのご相談に

行います。 

印旛支部 等

ター 等 

による 

談会」も 

を予定） 

ください。 

談員）は、弁

取引士・司法

門知識をもっ

困りの 

に応じてい

等 

います。 
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空家の所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳しくは、

★「空き家

・酒々

方の

・その

行う

★空家を

・町内に

・建物と

・一戸建

・専属専

・相続及

あるこ

※老朽化

 に規定

★利用を

・定住又

住民と

※酒々井

「空き家

注意事項 

酒々井町は

空家

「
町で

所有者

下記相談窓

家バンク

井町内の空家

の物件を町に登

情報を見て、

制度です。 

登録する

に所在する建

とその土地の

建て等の独立

専任媒介契約

及びその他の

こと。 

化が著しいも

定する暴力団

される方

又は定期的に

と協調して生

井町暴力団排

家バンク

＜空

空家

⇒物

⇒物

は、家屋の売

家の所有者

「空き
は、空家相

物件情報

媒介契約

窓口へお問い

空き家
酒々井
TEL 0

ク」とは

家の有効利用

登録してもら

、「借りたい

る条件は

建物であるこ

の所有者すべ

立した建物で

約、専任媒介

の所有権以外

もの、大規模

団密接関係者

方の登録

に滞在・利用

生活できる方

排除条例第 9

」のイメ

空家の所有者

家の登録申し

物件調査⇒物

物件見学・交

売買、賃貸借

者及び利用

き家バ
相談の窓口

宅

合わせくだ

家バンク 
井町企画財
043(496

は 

用を目的とし

らい、町はホ

い」あるいは

は 

こと。 

べての承諾が

であること。

介契約及び一

外の権利の設

模な修繕が必

者である場合

録要件 

用して酒々井

方。 

9 条に規定す

メージ 

＞ 

込み 

件登録・情報

渉等 

【空き

借等に関する

用希望者は

バンク
を決めて、

6 

空き家バンク

（酒々井町）

宅地建物取引業

相互

連携

さい。 

お問い合
財政課 企
6)1171

し、「空家を貸

ホームページ

「買いたい」

が得られてい

 

一般媒介契約

設定がある場

必要なもの、

合を除きます

井町の自然環

する暴力団密

報提供 

き家バンクの
 

る交渉及び契

は 

ク」
空家所有

ク
物

業者

合わせ 
企画・地方
(代) 

貸したい」あ

ジ等にその情

」という希望

いる物件であ

約の契約を締

場合、関係者

所有者が酒々

す。 

環境、生活文化

密接関係者で

の手続き】 

＜空家の利用

空家の利用希

⇒希望する空

⇒物件見学

契約等につい

のご
有者や町民の

物件情報

の発信

媒介契約

方創生推進

あるいは「売

情報を公開し

望者と所有者

あること。 

締結していな

の承諾が得

々井町暴力団

化等に対する

でない方。 

用希望者＞ 

希望申し込み

空家を選択 

・交渉等 

いては一切関

利用
のみなさま

空家の利

進室 

売りたい」所

します。 

者との橋渡し

いこと。 

られている物

団排除条例第

る理解を深め

み 

関与いたしま

用を‼
まのご相談に

利用希望者

所有者の

しを町が

物件で

第 9 条 

め、地域

せん。 

‼ 
に応じてい

者

います。 



 

対象

１ 空

 

 

近年、

れていな

国は、

特別措置

本町で

井町空家

 

 

 

 ※社

 

 

 

 

２ 本

 

本町

（21

推計に

すると

 

 

背景

計画

人口

空家

第Ⅱ部

象地区 

空家等対

、地域にお

ない住宅・建

、この空家等

置法」（以下

では、この法

家等対策計画

平

社会情勢や本

本町の人

町の人口は

,385人）か

によると、2

と予測されて

（平

景及び計画

画期間 

の推移及

家の状況 

部 

対策計画

ける人口及

建築物が年

等問題の抜

下、「空家

法律に基づき

画」を策定

平成30年

本町における空

人口と空

は、平成27

から2.0％減

2040年に

ています。

平成28年度

画の位置

及び将来

画の趣

及び世帯数の

々増加して

本的な解決

等特措法」

き空家等に

しました。

年度（2018

空家等の状況

空家等

7年国勢調査

減少していま

は、本町の

酒々井町

度（2016年

置づけ 

来の見通

7 

旨 

の減少や既存

てきています

決策として平

という。）

関する施策

 

8年度）か

況の変化等を

 

酒々井町内

の現状

 

査では20,9

ます。また、

の人口は16,9

町の空家

年度）に実施

通し 

存の住宅・建

す。 

平成27年５月

を施行しま

策を総合的か

ら2022年

踏まえ、必要

内全域 

状  

955人とな

、国立社会保

924人まで

等数：77

施した空家等

建築物の老朽

月に「空家等

ました。 

かつ計画的に

年度までの

要に応じて見直

なっており、

保障・人口問

で減少し、高

7戸 

等の実態調査

朽化等に伴

等対策の推

に推進するた

の５年間 

直していくも

、ピークの

問題研究所

高齢化率は3

査から） 

い、使用さ

進に関する

ため、「酒々

ものとします

の平成17年

公表による

35.8％に達

さ

る

す。 

年

る

達



 

 

  空家等

布し、傾

績の範囲

 

空家等

等の分布状況

傾斜地に接す

囲にも空家等

等の分布

況と区域区分

する空家の一

等が存在して

 

布と土砂

分や法規制な

一部が土砂災

ています。 

砂災害防止

図 空家等

8 

などを照ら

災害警戒区域

止法等の

等分布と法

し合わせる

域に含まれて

の関係 

規制状況 

と、空家等は

ています。さ

空

空家老

  Ａ

   Ｂ

   Ｃ

   Ｄ

   土

   土

   浸

   市

は市街化区

さらに、過

空家老朽危険

凡 例 

老朽危険度 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

Ｄ 

土砂災害特別

土砂災害警戒

浸水実績箇所

市街化区域界

域内外に分

去の浸水実

険度 

別警戒区域 

戒区域 

所 

界 

分

実



 

 

本町で

特に、適

町民生活

 

 

３ 空

 

 

本町で

る対策を

安心して

より、地

 

 

 

 

（１）所

空家等

大前提で

り、また

しめるこ

の向上を

空家

計画

基本

対策の

では、人口減

適切な管理が

活に深刻な影

空家等対

では、平成2

を総合的か

て暮らすこ

地域の活性化

所有者等の

等がもたらす

です。所有者

た相続、転勤

ことも重要で

を図ります。

家等におけ

画の目的 

本目標 

の基本方

減少や高齢化

が行われて

影響を及ぼ

Ⅰ 所有

Ⅱ 問題

Ⅲ 適切

Ⅳ 空家

Ⅴ 空家

対策計画

27年５月に

つ計画的に

とのできる

化を図り、

の意識の向

す問題は、

者等に対し

勤等により

です。この

。 

ける課題

方針 

化、核家族化

いない空家

ぼすおそれが

者としての

解決のため

に管理され

等の活用に

等対策の実

画に関

に全面施行さ

実施し、町民

生活環境を

地域の再生

 

Ⅰ 快適

Ⅱ 安全

Ⅲ 空家

 

向上 

第一義的に

して空家等の

、すべての

ため、広く

題の整理

9 

化の進行によ

家等は、防犯

があります。

の当事者意

めの支援や

れていない

に向けた課

実施に向け

 

 

する基

された「空家

民の生命、身

を確保すると

生につなげて

適な住環境

全で安心な

家等を活用

には所有者等

の適正な管理

の人が空家等

所有者等に

 

より、今後も

犯や防災、衛

 

意識の啓発 

や適切な相談

い老朽化した

課題 

けた支援制度

基本的な

家等特措法」

身体及び財産

とともに、空

ていくことを

の保全 

まちの実現

した定住の

等が自らの責

理や利活用の

等の所有者等

に対し啓発を

も空家等の増

衛生、景観等

談先の情報

た空家等 

度の充実 

な方針 

」の規定に基

産を保護す

空家等の利活

を計画の目的

現 

の促進 

責任により的

の意識づけを

等となる可能

を行い、空家

増加が見込

等の問題を生

報不足 

基づき、空家

ることによ

活用を推進す

的とします。

的確に対応す

を行うことが

能性があるこ

家等問題に関

まれます。

生じさせ、

家等に関す

より、安全、

することに

 

することが

が重要であ

ことを知ら

関する意識



 

（２）地

空家等

地域住民

全・安心

 

（３）特

特定空

響を与え

策」に優

 

（４）所

空家等

らの空家

と連携

 

（５）適

空家等

建築指導

 

（６）住

国の新

民間賃貸

※1：

（７）空

良質な

 

４ 空

 

 

平成2

を行いま

新たに発

を把握す

空家

地域住民・

等の問題は、

民の参加の

心に暮らせ

特定空家等

空家等は、倒

える可能性

優先的に取

所有者・住

等の所有者

家等の利活用

した相談体制

適正な建築

等の取り組み

導及び利活用

住宅確保要

新たな住宅

貸住宅や空家

住宅セーフ

入居を拒ま

空家等が生

な住宅スト

空家等対

28年度に空

ました。今後

発生する空家

する体制を構

家等の調査

・民間事業

、地域の生活

もと民間事

るまちづく

等への取り

倒壊、火災

もあること

り組んでい

住民等から

・住民等に

用や維持管

制を構築し

築行政の取

みに際して

用等に努め

要配慮者へ

セーフティ

家等の活用

フティネット

ない賃貸住宅

生まれにく

ックの確保

対策の具

空家等の実態

後も増加を

家等や老朽

構築します

査 

業者と連携

活環境に与え

業者との連

りを目指し

り組み 

の危険性や

から、町民

きます。 

らの相談

対し、空家

理、除却等

します。 

取り組み 

は、区域区

ます。 

への取り組

ネット制度

を検討・推

制度とは、高

宅の登録制度

くいまちづ

と中古住宅

具体的

態調査を行い

続けること

が進行する

。 

10 

携した対

える影響が

連携を図り、

します。 

や雑草の繁茂

民の良好な居

に対する

家等対策の情

等の相談に迅

区分、土砂災

組み 

度※1等の動向

推進していき

高齢者、低額

度など、民間

づくりへ

宅（空家等を

な取り

い、空家等の

とが予想され

る空家等の情

対策の取り

大きいこと

空家等の適

茂、害虫の繁

居住環境を維

取り組み

情報提供を行

迅速かつ的確

災害警戒区域

向を踏まえ、

きます。 

額所得者、子

間賃貸住宅や

への取り組

を含む）の流

組み 

の数、位置、

れるため、地

情報を更新し

り組み 

から、地域の

適切な管理や

繁殖等地域住

維持するうえ

み 

行うとともに

確に対応する

域等の法規制

公的賃貸住

子育て世帯等

や空家を活用

組み 

流通促進を図

、老朽の程度

地域や関係団

し、適切な対

の問題とし

や利活用を推

住民の生活環

えで、「特定

に、所有者

るために地域

制を踏まえた

住宅を補完す

等の住宅確保

用した制度 

図ります。 

度等、基礎

団体との協力

対応ができる

てとらえ、

推進し、安

環境に悪影

定空家等対

・住民等か

域の専門家

た、適正な

するための

保要配慮者の

資料の整備

力により、

るよう実態

の

備



 

 

 

 

本町で

を促進

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所有者等の

 

 

相談体制の

  

空家

空家
では、空家等

していくため

の意識の啓発

の整備等

等の適切

家等及び跡
等の解消に

めの方策を

Ⅰ 地域

Ⅱ 利活

Ⅲ 補助

Ⅳ 地域

Ⅴ 関係

発 
・所有

・所有

・空家

ちづ

した

ま

管理

切な管理

跡地の活

図 空

努めるとと

検討します

域住民から

活用可能な

助金の活用

域に応じた

係法令等の

有者等への適

有者等へ空

家等に係る問

づくり課」に

た相談体制

また、関係機

理に係るマ

理の促進 

活用の促

空家等につい

11 

ともに、その

す。 

らの要望に

な空家等及

用促進 

た柔軟な対

の遵守 

適切な管理

家等対策に

問題は、多岐

に設置する

の整備を行

機関と連携

ッチングを

促進  

いての利活用

の他の空家等

よる活用 

び跡地の情

応の検討 

理の啓発 

に関する情報

岐にわたる

とともに、

行います。 

した相談会

図ります。

用の流れの

等及び跡地

情報提供 

報提供 

ことから、総

庁内関係各

の実施など

 

イメージ 

（あき地）の

総合的な相

各課、県、関

により、利

の有効活用

談窓口を「

係団体と連

活用及び適

「ま

連携

適正



 

  

（１） 特

特定空

危険とな

行われて

るために

 （２） 特

特定空

図るため

る基準」

 

１）「そ

1 

建築物が

保安上危

るおそれ

2 

擁壁が老

危険とな

れがある

 

２）「そ

 ①建

 ②ご

３）「適

①適

著

②そ

４）「そ

①立

②空

③建

特定

特定空家等

空家等の定義

なるおそれの

ていないこ

に放置する

特定空家等

空家等の判

めに必要な

」を踏まえ、

そのまま放置

が著しく

危険とな

れがある 

（1） 

（2） 

老朽化し

なるおそ

る 

・擁壁

・水抜

・ひび

そのまま放置

建築物また

ごみ等の放置

適切な管理が

適切な管理

著しく適合

その他、周

その他周辺の

立木が原因 

空家等に住み

建築物等の不

空家等に

の定義 

義（空家等

のある状態

とにより著

ことが不適

の認定 

断について

指針（ガイ

、町の「現地

置すれば、倒

建 築 物 が 倒

壊等するおそ

れがある 

（

（

屋根、外壁等

が脱落、飛散

等するおそれ

がある 

（

（

（

（

（

壁表面に水がしみ

抜き穴の詰まりが

び割れが発生して

置すれば著し

は設備等の

置、不法投

が行われてい

が行われて

しない状態

囲の景観と

の生活環境の

みついた動

不適切な管

に対する

特措法第2条

または著し

しく景観を

切である状

ては、国が示

ドライン）

地調査マニュ

壊等著しく保

（イ） 
建築物の

傾斜 

（ロ） 

建築物の

上主要な

傷等 

（イ） 
屋根ふき

または軒

（ロ） 外壁 

（ハ） 
看板、給湯

上水槽等

（ニ） 
屋外階段

ルコニー 

（ホ） 門または

み出し、流出して

が生じている 

ている 

く衛生上有害

破損等が原

棄が原因 

ないことによ

ていない結果

 

著しく不調

保全を図るた

物等が原因

理等が原因

る措置等及

12 

条第2項）は

しく衛生上有

を損なってい

状態にあると

示した「特定

」に記載の

ュアル」に基

保安上危険と

の著しい ・基

・柱

の構造耐力

な部分の損

・基

・土

・基

・柱

・柱

き材、ひさし

軒 

・屋

・屋

・軒

・軒

・雨

・壁

・外

・外

湯設備、屋

等 

・看

・看

・看

・看

段またはバ ・屋

・屋

は塀 
・門

・門

ている 

害となるおそ

原因 

よる著しく景

果、既存の景

調和な状態 

ために放置す

因 

因 

及びその

は「そのまま

有害となるお

いる状態、そ

と認められる

定空家等に対

のある以下の

基づいた調査

となるおそれ

基礎に不同沈下

柱が傾斜している

基礎が破損または

土台が腐朽または

基礎と土台にずれ

柱、はり、筋かい

柱とはりにずれが

屋根が変形してい

屋根ふき材が剥落

軒の裏板、たる木

軒がたれ下がって

雨樋がたれ下がっ

壁体を貫通する穴

外壁の仕上材料

外壁のモルタルや

看板の仕上材料

看板、給湯設備、

看板、給湯設備、

看板、給湯設備、

屋外階段、バルコ

屋外階段、バルコ

門、塀にひび割れ

門、塀が傾斜して

それのある状

景観を損なっ

景観に関する

することが不

の他の対

ま放置すれば

おそれのある

その他周辺の

る空家等」と

対する措置に

の「特定空家

査の結果で、

れのある状態

がある 

る 

は変形している 

は破損している 

れが発生している

が腐朽、破損また

が発生している 

いる 

落している 

木等が腐朽してい

ている 

っている 

穴が生じている 

が剥落、腐朽また

やタイル等の外装

が剥落している 

屋上水槽等が転

屋上水槽等が破

屋上水槽等の支

コニーが腐食、破

コニーが傾斜して

れ、破損が生じて

ている 

状態」  

っている状態

るルール（酒

不適切である

対処 

ば倒壊等著

る状態、適切

の生活環境の

となっていま

に関する適切

家等の判断

、町長が認

態」 

る 

たは変形している

いる 

たは破損し、下地

装材に浮きが生じ

転倒している 

破損または脱落し

支持部分が腐食

破損または脱落し

ている 

ている 

態」  

酒々井町景観

る状態」 

しく保安上

切な管理が

の保全を図

ます。 

切な実施を

の参考とな

定します。

る 

地が露出している

じている 

している 

している 

している 

観計画）に

上

を

な

 

る 

に



 

（３）措置

特定空家

ます。 

 

置の実施 

家等に対する

 

る措置を実施

 

図 

施するために

空家等への

13 

に、空家等へ

の対応につい

への対応につ

いての全体の

ついての全体

の流れ 

体の流れを以下に示しし
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（４）その他の対処  

台風の接近などにより、瓦等の飛散や倒壊のおそれがあり、周辺住民への影響が明らかな場

合は、所有者等に連絡のうえ、応急の措置を講じます。 

また、空家等の建材が周辺に飛散し道路上に落下しているなど、緊急的に危険等を回避する

必要がある場合は、必要に応じて本町では応急的に必要かつ最小限度の危険回避措置を講じる

ため「緊急安全措置」の構築を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●「空家等対策の推進に関する特別措置法」（以下「空家等特措法」といいます。）に
より、空家等が危険な状態であり、措置が必要と認められた場合（特定空家等）、市町
村により空家等の所有者・管理者に対して以下の措置がとられることとなります。 
 

空家等の「適切な管理」または「有効な活用」などをせずに、放置し続け、空

家等が危険な状態になったら・・・ 

※行政代執行とは：行政代執行法による行政措置のひとつ 

所有者に代わり行政が実施（委託）し、かかった経費は義務者（所有者等）に請求で

きます。 

●「特定空家等」とは・・・？（※空家等特措法第 2 条第 2 項） 
①倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態にあるもの 
②著しく衛生上有害となるおそれのある状態にあるもの 
③適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態のもの 
④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態のもの 

①助言・指導 
放置された空家等が倒壊等のおそれがある場合は、所有者に対し、必要な措置をと
るよう助言・指導します。 

②勧告 
所有者等が助言・指導に対し従わず空家の状態が改善されないと認められる場合は、 
相当の猶予期間を付けて、必要な措置をとるよう勧告します。 
※空家等特措法に基づく勧告の対象となった特定空家等に係る土地は、固定資産税

の住宅用地特例の対象から除外されます。 

③命令 
所有者等が、勧告に関わる措置をとらず、市町村が特に措置を必要と認めた場合は、

相当の猶予期間を付けて命令します。 

④行政代執行（※） 
所有者等が、命令された措置を履行しない場合、または履行しても不十分な場合な
どは、市町村等が所有者に代わり必要な措置を講じます。 

図 特定空家等に対する措置の流れ（詳細） 

  （空家等特措法による（法14条） 
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